
無人航空
機使用者

国土交通省

メーカー
又は

販売所兼整備所（ディーラー）

登録検査機関
農林水産航空協会

①「機体購入＋登録」
又は「整備依頼」

②添付書類等の作成

④申請書＋
添付書類
＋希望検
査機関
（DIPS）

⑤検査の通知＋申請書
 ＋添付書類 （DIPS)

申請者

⑦書類検査

⑬検査結果通知書（DIPS)

⑭機体認証
書（DIPS)

⑥検査申
込＋検
査手数
料振込

当協会で行う機体認証検査の流れ（イメージ）

③検査手数
料の確認
＋検査前の
詳細確認

⑧修正依
頼連絡
（メール）

⑧修正依頼

⑨修正
依頼

⑩修正

⑪修正

⑫書類（修正
 書類）検査

⑬検査結
果連絡
（メール）

（注）修正がない場合
 ⑧～⑫は省略
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